
■制度内容に関するご注意···························································
※記載の年金額はパンフレット作成時点の明治安田生命保険相互会社の基
礎率（予定利率、予定死亡率、予定事業費率等）で計算しています。実際の
年金額は年金基金設定時に引受会社が定める基礎率および引受金額によ
り決定しますので、記載の額を下回る可能性もあります。
※死亡保険金、高度障害保険金、障害保険金は重複して支払われません。
※「基本コース」「家族支援コース」「医療コース【基本型】」「医療コース【先進
医療型】」の掛金については正規掛金です。「傷害コース」の掛金について
は確定掛金です。
※記載の「重病保障コース」「医療コース【充実型】」の掛金等は、パンフレッ
ト作成時点の基礎率により計算されています。実際の掛金等はご加入(増
額)および更新時の基礎率により決定しますので、今後の基礎率の改定に
より掛金等も改定されることがあります。
※年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について
6ヵ月以下は切り捨て、6ヵ月超は切り上げた年齢をいいます。（例）保険年
齢40歳＝2026年1月1日（「重病保障コース」「医療コース【充実型】」は9
月1日）現在満39歳6ヵ月を超え満40歳6ヵ月まで。更新時に該当する年
齢区分が変わる場合、掛金は前年度と変わります。
※家族支援コース、医療コース【基本型】、医療コース【先進医療型】、重病保
障コース、医療コース【充実型】は基本コースの加入が要件です。

【重病保障コースについて】
※特定疾病保険金、死亡保険金または高度障害保険金のいずれかが支払わ
れた場合、主契約である無配当特定疾病保障定期保険（Ⅱ型）は消滅しま
す。この場合、同時に7大疾病保障特約、がん・上皮内新生物保障特約も消
滅します。
※7大疾病保険金、がん・上皮内新生物保険金のお支払いは、それぞれ１回
のみです。
　7大疾病保障特約、がん・上皮内新生物保障特約は、それぞれ7大疾病保

険金、がん・上皮内新生物保険金が支払われた場合に消滅します。
※特定疾病保険金と死亡・高度障害保険金とは重複しては支払われません。
※７大疾病保険金は主契約保険金の5割、がん・上皮内新生物保険金は主契
約保険金の1割となります。

【医療コース【先進医療型】について】
※入院支援給付金のお支払は、１入院について5回、通算して36回を限度
とします。
※外来手術給付金のお支払は、手術を受けた日の療養に係る診療報酬点数
の合計が2,000点以上のときです。
※「入院日数」は、暦の上での日単位として数えます。また、入院の有無は入
院基本料の支払の有無などを参考にして判断します。
※手術（放射線治療）の開始日から60日の間に１回の給付を限度としま
す。（外来手術給付金・外来放射線治療給付金にはお支払回数の通算限度
はありません。）
※対象となる先進医療については、パンフレットの「給付金に関するご注
意」をご確認ください。

【医療コース【充実型】について】
※災害や病気による入院給付金のお支払日数は、1回の入院について124
日を限度とします。
※入院給付金のお支払日数は、災害による入院、疾病による入院それぞれにつ
いて通算して1095日を限度とします。ただし、三大疾病（がん・上皮内がん、
急性心筋梗塞、脳卒中）による入院の場合は、お支払日数の限度はありません。
※集中治療給付金のお支払日数は、120日を限度とします。
※手術給付金のお支払限度はありません。（ただし、一部制限を設けている
手術の種類があります。）
※手術後療養給付金のお支払限度はありません。

基本コース（年金払特約付障害特約付こども特約付新・団体定期保険【生命保険】）
家族支援コース（年金払特約付半年払保険料併用特約付新・団体定期保険
【生命保険】）
医療コース【基本型】（短期入院特約付家族特約付医療保障保険（団体型）
【生命保険】）
医療コース【先進医療型】（家族特約付治療支援給付特約付先進医療給付
特約付無配当団体医療保険【生命保険】）

医療コース【充実型】（代理請求特約[Ｙ]付集団扱無配当医療保険【生命保険】）
重病保障コース（7大疾病保障特約付、がん・上皮内新生物保障特約付、リ
ビング・ニーズ特約付、代理請求特約［Ｙ］付集団扱無配当特定疾病保障定期
保険（Ⅱ型）【生命保険】）
傷害コース（賠償事故解決に関する特約付賠償責任補償特約付弁護士費用
補償特約付天災補償特約付熱中症補償特約付食中毒補償特約付普通傷害保
険（総合補償型）【損害保険】）

1月26日（月）
～ 2月27日（金）

7月下旬頃
「ご加入内容の
お知らせ」配付

8月
掛金引き去り（給与）

8月1日
責任開始期（加入日）

（医療コース【充実型】、重病保障
コースは9月1日が加入日です）中途PR期間

現在

■今後のスケジュール ··································································

【加入手続き等に関するお問い合わせ先】
明治安田生命保険相互会社　公法人第二部法人営業第一部　03-5289-7146
受付時間　9：00～ 17：00（土日・祝日・年末年始は除く）

【ご請求についてのお問い合わせ先】
千葉県学校生活協同組合　0120-24-6294
受付時間　9：15～ 16：30（土日・祝日・年末年始は除く）

【告知内容についてのお問い合わせ先】
明治安田生命保険相互会社　団体保険ご照会窓口　0120-661-320
受付期間　9：00～ 17：00（土日・祝日・年末年始は除く）

■お問い合わせ先 ··········································································

所属所によって異なる
場合がございます2026年2月27日（金）

申込書提出締切日

千葉県学校生活協同組合

申込書提出先

重要
千葉県学校生活協同組合

グループ保険のご案内

今回が今年度最後のお手続きの機会に
なります。

グループ保険は組合員のための福利厚生制度です。
資料をご確認いただき、申込書を推進員まで
ご提出をお願いいたします。

制度内容など詳細はパンフレットをご参照ください。
URL：https://www.jcgsk.com/insurance/
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556
550
556
550
602
594
602
594
662
656
662
656
708
704
708
704
782
778
782
778
904
894
904
894

1,180
1,166
1,180
1,166
1,420
1,392
1,420
1,392
1,870
1,820

医療コース
【充実型】
2,000円コース

傷害コース
Dコース

年齢別月額掛金

178
153
178
153
229
178
229
178
234
219
234
219
283
301
283
301
374
430
374
430
508
616
508
616
831
770
831
770

1,362
999

1,362
999

2,118
1,225

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

重病保障コース
100万円コース



入院時食事療養費等の補完

弔慰金などを補完する「グループ保険」の土台

基本コース：死亡・高度障害・障害状態（障害年金１級）の場合　家族支援コース：死亡・高度障害の場合

月額給付 受取期間

月額給付 受取期間

①基本コース コース

家族支援コース

基本コース

約 万円 × 年

約 万円 × 年

②家族支援コース コース
（年金原資※1： 万円）
（年金原資※2： 万円）

MY-A-26-LF-001561　MYG-A-25-LF-976 制度内容等詳細についてはパンフレットをご一読ください。
ご加入に際しては裏面の留意事項を必ずご確認ください。
※1　死亡・高度障害・障害状態（障害年金1級）保険金
※2　死亡・高度障害保険金

月例給与

ボーナス

万一（死亡）の場合
の必要生活費

公的遺族年金

不足額

　　約 3.8 万円

　　約 11.4 万円
（現在の月額
給与の75％）

公的遺族年金において補完すべき月額

生
活
維
持
資
金

※出典：総務省「令和6年度
地方公務員給与の実態」を
もとに当社で計算してお
り、実際の受取額は所得額
や家族構成等により異な
ります。

約 15.2 万円

※この保険は1年ごとに収支計算を行ない、剰余金が生じた場
合は配当金としてお支払する仕組みになっています。（今回は
5ヵ月で収支計算を行ないます。）

※配当率は、お支払時期の前年度決算により決定しますので、将
来お支払いする配当金額は現時点では確定していません。

※期間途中で脱退された場合は配当金はありません。
※医療コース［先進医療型］、医療コース［充実型］、重病保障コー
ス、傷害コースには配当金がありません。

※配当率は、今後変動することがありますので記載の配当金額
は将来のお支払いを約束するものではありません。

制度を支える
加入者の皆さん

新規採用
の方

ご退職

2026年 1月1日 12月末日

制度運営の
ための費用

１年間に集まった掛金

▼ ▼ ▼

みんなでお互いを支えあう、助け合いの制度として運営しています。
2024年度の配当実績

2024年1月1日～ 2024年12月31日

基本コース

38.849％
医療コース［基本型］

44.566％
家族支援コース

45.971％

共済組合員とその家族（被扶養者）の病気・
ケガに対して、給付を行います。

短期給付事業
（健康保険等）

1 共済組合員の老齢・障害または死亡に対して、
必要な給付を行います。

2 長期給付事業
（老後の厚生年金等）

人間ドックなどの保健事業、貸付事業、貯金事業、
物資事業、保養施設の運営等を行います。

3 福祉事業

短期給付事業からの給付

※高額療養費、一部負担金払戻金の仕組みから、共済組合員の1ヵ月あたりの医療費に係る
　自己負担限度額は一般的には月額2.5万円です。

7割

1 ヵ月あたりの自己負担限度額2.5万円高額療養費、一部負担金払戻金

自己負担部分 健康保険適用外
の諸費用

3割

先進医療、
入院時の食事代・
差額ベッド代

ライトプラン（25歳男性の場合）

②医療コース
　［基本型］

①医療コース［先進医療型］
1入院につき

病気やケガで1日以上の
入院をしたとき

右の場合の一部負担金払戻金を補完
2.5万円

月額掛金 261 円

月額掛金　

月払掛金

1,100 円

死亡・高度障害の備え

プランの特長

本人・配偶者合わせてご準備いただけます。　※下記内容は本人の内容です。

（①+②+③+④+⑤+⑥+⑦）合計掛金

（①+②+③+④）合計掛金 月額掛金 1,707 円

月額掛金 4,618 円

一部負担金払戻金や保険適用外の諸費用の補完をメインとします プランの特長 短期給付事業・長期給付事業を、バランス良く補完します。

入院支援給付金
入院を伴わない
放射線治療を
受けたとき

2.5万円

外来放射線治療給付金
入院を伴わない
手術を受けたとき

2.5万円

外来手術給付金

通算限度
2,000万円

先進医療給付金

コース
コース

年金原資※1
※2

万円
万円

③基本コース③基本コース 円
円④家族支援コース④家族支援コース

先進医療による
療養を受けたとき

（入院を伴わない場合も対象）

長
期
給
付
の
補
完

短
期
給
付
の
補
完

一部負担金払戻金の補完

月払掛金
1,470 円

基本コース

456 円
家族支援コース

支援給付金額 2.5万円

保険金・
給付金

剰余金
（配当金）

ベーシックプラン（25歳男性の場合）

入院時食事療養費等の補完

特定疾病罹患時の補完

病気・ケガで継続して2日以上入院のとき
入院給付金日額 3,000円

④医療コース
　［基本型］

⑥重病保障コース

③医療コース［先進医療型］

1入院につき

病気やケガで1日以上の
入院をしたとき右の場合の

一部負担金払戻金を補完
2.5万円

月額掛金 261 円

月額掛金
1,100 円

入院支援給付金
入院を伴わない
放射線治療を
受けたとき

2.5万円

外来放射線治療給付金
入院を伴わない
手術を受けたとき

2.5万円

外来手術給付金

通算限度

2,000万円

先進医療給付金
先進医療による
療養を受けたとき

（入院を伴わない場合も対象）

傷害（ケガ）による入院・通院等を補完 Dコース
傷害による入通院や
日常生活における
様々なリスクに対応

⑦傷害コース 月額掛金
500 円

一部負担金払戻金の補完

支援給付金額 2.5万円

急性心筋梗塞悪性新生物
（がん）

脳卒中

月額掛金
229 円主契約

主契約 万円●特定疾病保険金
●死亡・高度障害保険金 100

制度の仕組み

2
L

300
100

270
76

給与明細（イメージ）

 ○◇△□ ○◇△□

 ○◇△□

○◇△□ 8,780

平成     年     月

 ○◇△□
期末手当 支給総額

現金支給額（1） 現金支給額（2） 第1口座振込額 第2口座振込額 支給年月

厚生年金保険料 共済（介護） 短期掛金 課税対象額計 所得税 住民税勤勉手当

給料額 扶養手当 地域手当 通勤手当 特勤 時間外・休日・夜間 管理職手当 宿日直手当 特地・へき地・定通住居・単身赴任手当

％
会費（現職）

 ○◇△□
会費（現職）

 ○◇△□
会費（市町村） 貸付返済額 預金 生命掛金 保険共済掛金 住宅貸付 積立預金

 ○◇△□  ○◇△□

 
○◇△□○◇△□ 206,864 8,780

平成     年     月

○◇△□
支給総額

現金支給額（1） 現金支給額（2） 第1口座振込額 第2口座振込額 支給年月

厚生年金保険料 共済（介護） 短期掛金 長期特別掛金 課税対象額計 所得税 住民税勤勉手当

扶養手当 地域手当 通勤手当 特勤 時間外・休日・夜間 管理職手当 宿日直手当 特地・へき地・定通住居・単身赴任手当

％

1,437
会費（現職）

821
会費（市町村） 貸付返済額 預金 生命掛金 保険共済掛金 住宅貸付 積立預金

20,529

12
J

1,800
600

10.6 15

10.1 5

病気・ケガで継続して2日以上入院のとき
入院給付金日額 3,000円

病気や不慮の事故による入院・手術等の補完
病気や不慮の事故で、継続して2日以上入院したとき
入院給付金日額 2,000円

⑤医療コース
　［充実型］

月額掛金
602 円

こんな時に補償されます

職場のトイレで携帯電話を
誤って水に濡らして破損した
※補償サービスを利用する場合は、
　補償サービス負担金額が対象と
　なります（時価額限度）。

階段を踏み外して
骨折してしまった

食中毒で病院
に行った

25歳の場合


